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１ ． 調 査 報 告 概 要 表 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 福祉サービス第三者評価センター 

 

[認知症対応型共同生活介護用]                                                 
【評価実施概要】 

事業所番号 ２７７１３００２８８ 

法人名 医療法人 河﨑病院 

事業所名 グループホームひまわり河﨑 

所在地 
貝塚市水間１８３番地 

           （電 話）０７２－４４６－２５１０ 
 

評価機関名 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 

所在地 大阪市中央区中寺１丁目１番５４号 大阪社会福祉指導センター内 

訪問調査日 平成 ２１年 １月 ３１日 

【情報提供票より】（平成 ２１年 １月 ５日事業所記入） 

（１） 組織概要 
開設年月日      平成 １０年 １月 ５日 

ユニット数 １ユニット 利用定員数計      ９人 

職員数  １３人 常勤 ４人,非常勤 ９人,常勤換算  ６．８人 

（２） 建物概要 

           鉄筋・鉄骨 造り 
建物構造 

   ２階建ての    ２階 ～    ２階部分 

（３） 利用料金等（介護保険自己負担分を除く） 

家賃（平均月額）   ４１,０００円 その他の経費（月額）   ８,０００円 

敷    金 有（        円）    ○無  

保証金の有無 

(入居一時金含む) 

有（        円） 

○無  

有りの場合 

償却の有無 
有 ／ 無 

朝食     ４００円 昼食   ４５０円 

夕食   ４５０円 おやつ      円 食材料費 

または１日当たり       円 

（４） 利用者の概要（平成 ２１年 １月 ５日現在） 

利用者人数   ９名 男性  ０名 女性   ９名 

要介護１     ３名 要介護２      ２名 

要介護３     ４名 要介護４      ０名 

要介護５     ０名 要支援２   ０名 

年齢 平均  ８３歳 最低   ７３歳 最高   ９４歳 

（５） 協力医療機関 

協力医療機関名 医療法人 河﨑病院 

作成日 平成２１年２月１６日 
【外部評価で確認されたこの事業所の特徴】 

救急指定病院を母体として地域に貢献する医療法人が設立したグループホーム
です。同法人は老人保健施設、グループリビング（ケアハウス）、訪問看護ステ
ーション、通所リハビリテーション、その他各種の介護保険サービス事業を展開
し、さらにはリハビリテーション大学・看護学校を運営するなど専門家の育成に
も尽力しています。当ホームは介護保険制度開始前に地域の要請に応えモデル事
業として設立されましたが、恵まれた環境と設備が整っており１０年経過した現
在でも暮らしやすい状況です。利用者は毎日のように専門家のリハビリ指導を受
け体を鍛えておられるので、丈夫で寒中でも風邪をひく人がいないという状況で
す。また、地域ボランティアの協力で、お茶会・歌・日本舞踊・紙芝居などを定
期的に楽しまれています。職員が定着しており、また２４時間医療連携支援も充
実しており、安心して暮らせるホームです。 

 
【重点項目への取り組み状況】 

前回評価での主な改善課題とその後の取り組み、改善状況（関連科目：外部 4） 

前回評価での改善課題は７項目でした。職員はこの１年間、課題を共有し改
善に取り組み４項目の改善を行っています。改善した項目は①馴染みながら
のサービス利用②チームでつくる利用者本位の介護計画③プライバシーの
確保の徹底④日常的な外出支援です。 
今回の自己評価に対する取り組み状況（関連項目：外部 4） 

重
点
項
目
① 管理者は職員が外部評価の意義を理解するように会議等で説明し、職員は外

部評価の意義を理解した上で改善等に取組んでいます。自己評価票について
は管理者と介護主任・計画作成担当者が作成しています。 
運営推進会議の主な討議内容及びそれを活かした取り組み（関連項目：外部 4,5,6） 

重
点
項
目
② 

主な討議内容は１）ホーム利用者状況報告２）月間事業説明３）ホーム行事
についての話し合い４）転倒事故防止について５）外部評価を受けることに
ついて６）正月帰省者について７）意見交換です。意見交換では１）気候の
良い時期に集中的に行事をしてはどうか。 ２）大きい行事に限らず買物や
花を見に外出するのもよいのではないか。 ３）転倒事故はいつ起こるかわ
からないので常に注意するように。等です。ホームでは会議で出された意見
や助言を反映した取り組みをしています。 
家族の意見、苦情、不安への対応方法・運営への反映（関連項目：外部 7,8） 

重
点
項
目
③ 

家族が来られたら利用者の様子を報告し、意見や希望等を聞くようにしてい
ます。急な体調の変化や連絡事項についてはその都度電話等で連絡していま
す。行事やホームでの様子を記載し、写真を同封するなどして月に１回家族
へ送付しています。小口金銭出納帳は家族が来られた時に説明をして了承サ
インをもらっています。また、ホーム内に意見箱を設置して意見を出しやす
くしています。運営推進会議には家族代表の参加を得ています。 
日常生活における地域との連携（関連項目：外部 3） 

重
点
項
目
④

利用者は地域のお祭りや季節の行事等に参加しています。また、周辺農園で
作業する人々や農産物直売所の人々と会話をするなど、地域交流の機会があ
ります。さらに地域ボランティアの協力で、お茶会・歌・日本舞踊・紙芝居
などを定期的に楽しんでいます。 
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２．調 査 報 告 書 

（   部分は重点項目です）                                  

外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）

○印 

(取り組みを期

待したい項目)

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

Ⅰ．理念に基づく運営 

 １.理念と共有 

1 1 

○地域密着型サービスとしての理念 

地域の中でその人らしく暮らし続ける

ことを支えていくサービスとして、事

業所独自の理念をつくりあげている 

理念では「利用者・その家族・地域の皆さん・

職員、それぞれが連帯・協力し、グループホ

ームを充実させていく」として、利用者が地

域社会の一員として暮らせるように支援する

方針を明確にしています。 

 

 

 

 

2 2 

○理念の共有と日々の取り組み 

管理者と職員は、理念を共有し、理念

の実践に向けて日々取り組んでいる 

理念はホーム玄関に掲示し共有しています。

管理者と職員は理念を内部研修の場やミー

ティング等で確認しながら日々の支援に活か

しています。 

 

 

 

 

 ２.地域との支えあい 

3 5 

○地域とのつきあい 

事業所は孤立することなく地域の一員

として、自治会、老人会、行事等、地

域活動に参加し、地元の人々と交流す

ることに務めている 

利用者は地域のお祭りや季節の行事等に参加

しています。また、周辺農園で作業する人々

や農産物直売所の人々と会話をするなど地域

交流の機会があります。さらに地域ボラン

ティアの協力で、お茶会・歌・日本舞踊・紙

芝居などを定期的に楽しんでいます。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 ３．理念を実践するための制度の理解と活用 

4 7 

○評価の意義の理解と活用 

運営者、管理者、職員は、自己評価及

び外部評価を実施する意義を理解し、

評価を活かして具体的な改善に取り組

んでいる。 

管理者は職員が外部評価の意義を理解するよ

うに会議等で説明し、職員は外部評価の意義

を理解した上で改善等に取り組んでいます。

自己評価票については管理者と介護主任・計

画作成担当者が作成していますが、職員との

共有が行われていません。 

 

○ 

自己評価票作成に当たっても職員に意

義を説明し、内容について話し合い、作

成した内容を共有することが求められ

ます。 

5 8 

○運営推進会議を活かした取り組み 

運営推進会議では、利用者やサービス

の実際、評価への取り組み状況等につ

いて報告や話し合いを行い、そこでの

意見をサービス向上に活かしている 

運営推進会議は２ヶ月に１回開催され、開催

目的を明記した運営規定があります。会議記

録は整理し参加者、職員間で共有しています。

会議には利用者や家族代表の参加も得ていま

す。会議で出された意見については業務に反

映しサービス向上に努めています。 

 

 

 

6 9 

○ 市町村との連携 

事業所は、市町村担当者と運営推進会

議以外にも行き来する機会つくり、市

町村とともにサービスの質の向上に取

り組んでいる 

疑問点や相談事項があれば担当者に電話で問

い合わせる、相談するなどしてサービス向上

に努めています。またファックスを活用して

相互に必要な情報交換も行っています。 

 

 

 ４．理念を実践するための体制 

7 14 

○家族等への報告 

事業所での利用者の暮らしぶりや健康

状態、金銭管理、職員の異動等につい

て、家族等に定期的及び個々にあわせ

た報告をしている 

家族が来られたら利用者の様子を報告してい

ます。急な体調の変化や連絡事項については

その都度電話等で連絡しています。また、行

事やホームでの様子を記載し月に１回家族へ

送付しています。小口金銭出納帳は家族が来

られた時に説明をして了承サインをもらって

います。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

8 15 

○運営に関する家族等意見の反映 

家族等が意見、不満、苦情を管理者や

職員ならびに外部者へ表せる機会を設

け、それらを運営に反映させている 

家族が来られたらできるだけ意見や希望等を

聞くようにしています。また、ホーム内に意

見箱を設置して意見を出しやすくしていま

す。運営推進会議には家族代表の参加を得て

います。 

 

 

9 18 

○職員の異動等による影響への配慮 

運営者は、利用者が馴染みの管理者や

職員による支援を受けられるように、

異動や離職を必要最小限に抑える努力

をし、代わる場合は、利用者へのダメ

ージを防ぐ配慮をしている 

職員の交代はほとんどありません。新しい職

員を迎える場合には利用者と新入職員が馴染

めるような時間を設け、利用者が安心して支

援を受けられるよう配慮しています。 

 

 

 

 

 ５．人材の育成と支援 

10 19 

○職員を育てる取り組み 

運営者は、管理者や職員を段階に応じ

て育成するための計画をたて、法人内

外の研修を受ける機会の確保や、働き

ながらトレーニングしていくことを進

めている 

職員が希望する研修を受けられるように、で

きるだけ早く研修情報を知らせるようにして

います。認知症の接遇、感染症予防、応急手

当などを含む内部研修を月１回実施していま

す。しかし、昨年１年間は外部研修計画一覧

表を作成していますが、結果的に研修参加条

件等が合わず参加していません。 

 

○ 

外部研修については年２回以上の参加

が求められます。 

11 20 

○同業者との交流を通じた向上 

運営者は、管理者や職員が地域の同業

者と交流する機会を持ち、ネットワー

クづくりや勉強会、相互訪問等の活動

を通じて、サービスの質を向上させて

いく取り組みをしている 

運営者は管理者や職員が地域のネットワーク

作りや同業者との交流を進めることで、サー

ビスの質の向上を図るように支援していま

す。職員は地域のグループホームと個別の交

流や情報交換を行いながらネットワーク作り

を模索しています。また、サービスの質の向

上を図ることを目的として大阪認知症高齢者

グループホーム協議会に加入しています。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 Ⅱ．安心と信頼に向けた関係づくりと支援 

 １．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応 

12 26 

○馴染みながらのサービス利用 

本人が安心し、納得した上でサービス

を利用するために、サービスをいきな

り開始するのではなく、職員や他の利

用者、場の雰囲気に徐々に馴染めるよ

う家族等と相談しながら工夫している 

利用者本人が納得してサービスを利用できる

ように施設見学を勧めています。見学時には

すでに入居している利用者と交流できる時間

を設けるなど、互いが馴染めるように配慮し

ています。 

 

 

 ２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援 

13 27 

○本人と共に過ごし支えあう関係 

職員は、本人を介護される一方の立場

におかず、一緒に過ごしながら喜怒哀

楽を共にし、本人から学び支えあう関

係を築いている 

職員は利用者に調理や味付けなど家事全般に

ついて教えられることが多くあります。また、

利用者の昔話や経験談を聞き学ぶこともあり

ます。一緒に過ごすことで慰められたり、励

まされたり、誕生日や長寿を祝ったり、家族

的な関係を築いています。 

 

 

 

 

外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント 

 １．一人ひとりの把握 

14 33 

○思いや意向の把握 

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、

意向の把握に努めている。困難な場合

は、本人本位に検討している 

職員は利用者と対話して、一人ひとりの希望

や思いを理解した上で支援するようにしてい

ます。職員は利用者が意見や要望を出しやす

いように、一人ひとりの対応を丁寧に行うよ

うにしています。また、聞こえにくい利用者

には筆談や口話を行い、コミュニケーション

を深めています。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 ２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し 

15 36 

○チームでつくる利用者本位の介護計画

本人がより良く暮らすための課題とケ

アのあり方について、本人、家族、必

要な関係者と話し合い、それぞれの意

見やアイディアを反映した介護計画を

作成している 

介護計画書の作成にあたっては、アセスメン

トを行い家族の願いや利用者の求めているこ

とを反映するようにしています。介護計画書

は利用者・家族へ説明をして了承サインを得

ています。また、職員全員が介護計画書に目

を通し共有しているサインがあります。 

 

 

 

16 37 

○現状に即した介護計画の見直し 

介護計画の期間に応じた見直しを行う

とともに、見直し以前に対応できない

変化が生じた場合は、本人、家族、必

要な関係者と話し合い、現状に即した

新たな計画を作成している 

３ヶ月～６ヶ月毎に介護計画書の見直しを 

行っています。見直し時期以外にも必要があ

れば見直しを行い、利用者の変化に応じた介

護計画書を作成しています。アセスメント表、

モニタリング記録、カンファレンス記録を残

しています。 

 

 

 

 ３．多機能性を活かした柔軟な支援（事業所及び法人関連事業の多機能性の活用） 

17 39 

○事業所の多機能性を活かした支援 

本人や家族の状況、その時々の要望に

応じて、事業所の多機能性を活かした

柔軟な支援をしている 

利用者が同法人デイサービスセンターでの催

しに参加し、定期的に交流ができるような支

援をしています。家族が医療機関受診に同伴

できない場合には職員が付き添って通院介助

をしています。隣接する同法人医療機関との

連携で治療とリハビリが効果的に行われ、骨

折し、入院されていた利用者が短期間でホー

ムに戻られています。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 ４．本人がより良く暮らし続けるための地域支援の協働 

18 43 

○かかりつけ医の受診支援 

本人及び家族等の希望を大切にし、納

得が得られた、かかりつけ医と事業所

の関係を築きながら、適切な医療を受

けられるように支援している 

利用者・家族の希望を尊重した対応をしてい

ます。希望がない場合には提携医療機関との

連携で施設への訪問診療も行われるようにし

ています。受診結果の報告や共有についても

利用者・家族の希望に添った支援をしていま

す。 

 

 

 

19 47 

○重度化や終末期に向けた方針の共有

重度化した場合や終末期のあり方につ

いて、できるだけ早い段階から本人や

家族等ならびにかかりつけ医等と繰り

返し話し合い、全員で方針を共有して

いる 

重度化した場合の対応については、入居時に

説明をして了承を得ています。基本的には歩

行が困難になった場合には退出としています

が、その際にも家族や利用者の希望に沿った

支援をしています。 

 

 

 
 
外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

 Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援 

１． その人らしい暮らしの支援 

 （１）一人ひとりの尊重 

20 50 

○プライバシーの確保の徹底 

一人ひとりの誇りやプライバシーを損

ねるような言葉かけや対応、記録等の

個人情報の取り扱いをしていない 

 

利用者一人ひとりを大切にした接遇をしてい

ます。また、記録等の表現も適切です。個人

情報の取り扱いについては保管場所を定めて

います。職員採用時の契約事項として守秘義

務を書面で確認しており、契約書には職員の

サインと押印があります。 
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

21 52 

○日々のその人らしい暮らし 

職員側の決まりや都合を優先するので

はなく、一人ひとりのペースを大切に

し、その日をどのように過ごしたいか、

希望にそって支援している 

 

ホームの大まかな日課はありますが、利用者

の希望を確認しながら支援しています。利用

者一人ひとりが自分のペースで、好きなこと

ができるように配慮しています。希望が出し

にくい利用者については表情等を見て職員が

意向を察知し、聞こえにくい場合には筆談な

どで支援しています。 

 

 

 

  （２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援 

22 54 

○食事を楽しむことのできる支援 

食事が楽しみなものになるよう、一人

ひとりの好みや力を活かしながら、利

用者と職員が一緒に準備や食事、片付

けをしている 

朝・昼・夕の食事をホームで作っています。

利用者は食材を同法人施設へ取りに行った

り、下ごしらえをしたり、配膳、後片付けを

したり得意なことで参加をして楽しんでいま

す。職員は利用者と同じものを食べながら、

それとなくサポートする、話題を提供するな

どして和やかな時間を過ごしています。 

 

 

 

 

23 57 

○入浴を楽しむことができる支援 

曜日や時間帯を職員の都合で決めてし

まわずに、一人ひとりの希望やタイミ

ングに合わせて、入浴を楽しめるよう

に支援している 

利用者の希望があれば予定外にも入浴はでき

ますが、現在では週に４回の入浴が実態とな

っています。入浴時間は希望に合わせてゆっ

くりできるように配慮しています。 
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外

部 

自
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項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

  （３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援 

24 59 

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援

張り合いや喜びのある日々を過ごせる

ように、一人ひとりの生活歴や力を活

かした役割、楽しみごと、気晴らしの

支援をしている 

利用者の楽しみ事は、好きな歌を歌う、買物

や散歩をする、リハビリ体操をする、お茶会

に参加する、紙芝居・日本舞踊などを鑑賞す

る、職員とゆっくり話をする等です。食事の

下ごしらえや片付け、洗濯物たたみ等、それ

ぞれが役割を持って過ごせるように支援して

います。 

 

 

 

 

25 61 

○日常的な外出支援 

事業所の中だけで過ごさずに、一人ひ

とりのその日の希望にそって、戸外に

出かけられるよう支援している 

 

 

同法人リハビリセンターへ毎日出かけて身体

を動かす、ホーム周辺を散歩する、近くの農

産物直売所で買物をする、病院へ受診に出か

ける、地域のお祭りなどの行事に参加するな

どの外出をしています。しかし、寒暖の厳し

い時期には外出希望者も少なく、散歩や買物

に出かける機会も限られています。 

 

 

 

 

  （４）安心と安全を支える支援 

26 66 

○鍵をかけないケアの実践 

運営者及び全ての職員が、居室や日中

玄関に鍵をかけることの弊害を理解し

ており、鍵をかけないケアに取り組ん

でいる  

 

玄関やエレベーターに鍵は掛っていません。

隣のケアハウスとの往来も自由です。また居

間からベランダへも自由に出入りできます。
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外

部 

自

己 
項 目 

取り組みの事実 

（実施している内容・実施していない内容）
（○印）

取り組みを期待したい内容 

（すでに取り組んでいることも含む） 

27 71 

○災害対策 

火災や地震、水害等の災害時に、昼夜

を問わず利用者が避難できる方法を身

につけ、日ごろより地域の人々の協力

を得られるよう働きかけている 

 

災害対策の手順書を作成し、昨年は独自の避

難訓練を１回行っています。昨年は消防署と

連携した取り組みは行っていません。災害発

生時に使用できる非常食や水のホーム内保管

については現在法人として検討中です。 

 

 

○ 

年２回の避難訓練を行うこと、そのうち

１回は消防署と協力して行うことが求

められます。災害発生時に使用できる非

常食や水のホーム内保管が求められま

す。 

  （５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援 

28 77 

○栄養摂取や水分確保の支援 

食べる量や栄養バランス、水分量が一

日を通じて確保できるよう、一人ひと

りの状態や力、習慣に応じた支援をし

ている 

 

同法人給食センターからバランスの取れた献

立と食材の提供を受けています。食事摂取量

は毎食記載し、水分摂取量も一日を通じて摂

取状況を記録しています。 
 

 

２． その人らしい暮らしを支える生活環境づくり 

 （１）居心地のよい環境づくり 

29 81 

○居心地のよい共用空間づくり 

共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、

食堂、浴室、トイレ等）は、利用者に

とって不快な音や光がないように配慮

し、生活感や季節感を採り入れて、居

心地よく過ごせるような工夫をしてい

る 

ホームは円形に造られており、リビングを中

心にして居室があります。広々としたリビン

グの窓からは畑や近隣の家々、遠くの山まで

が一望できます。リビングには応接セットや

ソファーを置き利用者がくつろげるようにし

ています。隣接したケアハウスと往来ができ

住人との交流もあります。トイレや浴室は利

用者が使いやすいように工夫しています。 
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30 83 

○居心地よく過ごせる居室の配慮 

居室あるいは泊まりの部屋は、本人や

家族と相談しながら、使い慣れたもの

や好みのものを活かして、本人が居心

地よく過ごせるような工夫をしている 

和室や洋室が用意され、利用者が好みの部屋

を選べるように工夫しています。利用者一人

ひとりが使いなれた家具や装飾品、写真、人

形などを置いて居心地良く暮らせるようにし

ています。 
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